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社会福祉法人埼玉医療福祉会役員等報酬規程 

（平成１０年４月１日 制定） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人埼玉医療福祉会（以下「法人」という。）の役員等の

報酬等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところに

よる。 

(1) 役員等とは、評議員、理事、監事、会計監査人及び顧問をいう。 

(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。 

(3) 非常勤の理事とは、理事のうち、常勤の理事以外の者をいう。 

(4) 報酬等とは、報酬、賞与その他職務の執行の対価として支給するものをいう。 

（報酬等の額） 

第３条 評議員、理事及び監事の各年度の報酬等の上限額は、別表のとおりとする。 

2  常勤の理事の報酬等の額は、常勤の各理事について理事会が定める額とする。 

3  評議員、非常勤の理事及び監事の報酬額は１日当たりの額とし、評議員及び監事

については評議員会が、非常勤の理事については理事会が定める額とする。 

4  会計監査人の報酬額は、各任期について監事の過半数の同意を得て理事会が定め

る額とする。 

5  顧問の報酬額は、各年度について理事長が定める額とする。 

（報酬等の支給方法） 

第４条 常勤理事の報酬等の支給方法については、社会福祉法人埼玉医療福祉会年俸制規

程（平成１５年１１月２２日制定）の例による。 

2  評議員、非常勤の理事及び監事の報酬の支給については、支払い事実が発生した

のち、速やかに本人に直接その全額を支払う。 

3  前項の規定にかかわらず、報酬等に法令の定めるところにより控除すべき金額が

あるときは、報酬等の額からその額を控除して支給することができる。 

4  報酬等は、役員等の申出により、その指定する金融機関の口座に振り込むことに

より支給することができる。 

5  会計監査人の報酬支給方法については、会計監査人との契約による。 

6  顧問の報酬の支給方法については、理事長が定める。 

（公表） 

第５条 この法人は、この規程をもって社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５９条

の２第１項第２号に定める報酬等の支給の基準として公表する。 

 



- 2 - 

 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、評議員会の決議をもって行うものとする。 

（雑則） 

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１０年４月１日より施行する。 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日より施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日より施行する。 

附 則（平成２９年６月１６日） 

この規程は、平成２９年６月１６日から施行する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

 

役 職 勤務形態 
各年度の報酬等の上限額 

総額の上限額 １人当たりの額の上限額 

評議員 非常勤 １,６５０,０００ 円  １７０,０００ 円  

理 事 
常 勤 ３５,０００,０００ 円  ２０,０００,０００ 円  

非常勤 １,７００,０００ 円  １７０,０００ 円  

監 事 非常勤 １,０２０,０００ 円  ３４０,０００ 円  

 


